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大阪港夢洲地区の物流に関する懇談会

○ 2025年大阪・関西万博開催に向けた準備が本格化するなか、夢洲地区に流入する車両等による港湾物流への影響が懸

念されていることを踏まえ、港湾関係者において現状・課題、周辺情報について情報交換・共有することを目的に、

国際物流戦略チーム幹事会の下に「大阪港夢洲地区の物流に関する懇談会」を設置（2019年12月に第１回会議開催）。

○ 第6回懇談会（本年2月4日開催）では、夢洲における物流交通対策の進捗状況・CONPASの取り組み状況・万博開催期

間中の交通影響について、情報共有し意見交換を行った。

第6回「大阪港夢洲地区の物流に関する懇談会」

■ 日 時：2025年2月4日（火）16:30～18:00
■ 場 所：大阪港湾局 第８、９会議室
■ 出席者：
◎上村多恵子 ロジスティクス経営士（国際物流戦略チーム学識経験者）
桝谷 英樹 大阪港運協会 理事（業務部長）
村木 亮一 夢洲コンテナターミナル株式会社 事業所長
寺本 晃也 株式会社辰巳商会

複合輸送本部 港運部 港運事業所 所長（代理）
上野 耕一郎 一般社団法人大阪府トラック協会 常務理事（代理）
田中 利光 阪神国際港湾株式会社 代表取締役副社長
神田 彰 公益社団法人関西経済連合会 理事（地域連携部長）
オブザーバー：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
事務局：近畿地方整備局、近畿運輸局、大阪港湾局

◎：座長 ※敬称略・順不同

■（参考）過去の開催実績：
2019年12月２日：第１回開催 2021年２月８日：第２回開催
2022年１月20日：第３回開催 2023年１月19日：第４回開催
2024年１月31日：第５回開催

■（参考）体制図

大阪港夢洲地区の物流に関する懇談会

国際物流戦略チーム 幹事会

国際物流戦略チーム 本部会合

１

参考：国際物流戦略チーム「今後の取組」（2022年3月とりまとめ）



 夢洲における物流交通対策の進捗状況等

夢洲等における交通インフラ整備について、此花大橋・夢舞大橋・幹線道路の６車線化、主要交差点の立体交差化等

が昨年12月までに概ね全て完了したことを報告。物流交通対策については、車両待機場の整備が昨年11月に全て完了し、

C12荷捌地拡張部が本年2月に運用開始したこと等について報告。また、万博期間中におけるターミナルゲート時間延長

や咲洲シフト（空コンテナ返却場所一時移転）実施に向け、港湾関係者と引き続き調整を進めることについて報告。

 ＣＯＮＰＡＳの取り組み状況

大阪港夢洲コンテナターミナルにおいて、令和６年３月２９日に運用を開始し、令和７年２月３日には、大阪港C12

新ゲートの運用開始に伴うコンテナ車両の動線変更に併せて、CONPAS専用ゲート及び専用動線の運用を開始したことを

報告。

 万博開催期間中の交通影響

万博開催期間中の通行車両について、夢洲へのアクセスルートのボトルネックとなる交差点における交通影響を検討

した結果、交通容量内に収まる見込みであることについて報告。また、万博開催期間中における万博来場者の円滑な輸

送確保及び市民生活や経済活動への影響を最小限にとどめること等を念頭に、日々の交通状況のモニタリング・分析を

行いながら、機動的に追加的対策を実施すること等について報告。

２

当日のご意見等
資料説明

 物流車両動線への一般車両の進入など万博開催期間中に想定外の動きをする車両への懸念に対する意見があり、警備

員の配置やガードレールの設置、道路の巡視等による対策について説明

 工事車両が物流車両の通行の支障となっている事案に関して意見があり、工事関係者等に対する周知等を検討

 CONPAS含む夢洲コンテナターミナルの動線変更後の状況、今後のCONPAS利用拡大に向けた意見交換を実施

意見概要



【参考】夢洲等における交通インフラ整備・物流交通対策について
【夢洲・舞洲・咲洲等における取組状況】

咲洲

舞洲

コンテナ
ターミナル
Ｃ１０～１２

コンテナ
ターミナル

Ｃ８・９

コンテナ
ターミナル

Ｃ１～４

外貿
多目的埠頭

Ｃ６・７

【１】此花大橋（４車線→６車線）
令和４年10月 完成

【２】舞洲幹線道路（４車線→６車線）
令和４年７月 完成

【３】舞洲東交差点立体交差化
令和６年１２月 完成

【４】夢舞大橋（４車線→６車線）
令和４年８月 完成

【９】係留施設等
令和６年12月 完成

【８】鉄道（南ルート）
令和７年１月 開業

夢洲

【７】観光外周道路
令和６年12月 完成
(工事車両用通路として活用中）

万博
会場

：交通インフラ整備

：物流交通対策

【５】夢洲幹線道路
（４車線→６車線）

令和６年12月 完成

⑤咲洲へシフト
※万博工事期間中及び開催期間中のみの対策

令和３年10月～令和４年12月に社会実験を実施
（夜間陸送及び海上運搬による空コンテナの咲洲
から夢洲への回送）
令和６年10月 C６，７ガントリークレーン供用

②荷捌き地の拡張（ゲート増設）
令和７年２月 運用開始

④ターミナルゲート時間延長
※万博工事期間中及び開催期間中のみの対策

（通常）平日／8:30～11:30, 13:30～16:30
土曜／8:30～11:30

①車両待機場の整備
令和５年３月

150台分供用

③新・港湾情報ｼｽﾃﾑ「ＣＯＮＰＡＳ」の導入
令和６年３月 運用開始

①車両待機場の整備
令和４年１月 240台分供用
令和５年10月 80台分供用
令和６年 3月 20台分供用
令和６年11月 130台分供用

3出典：（地図）国土地理院

【６】高架橋（２橋）
北高架橋:令和６年８月 完成
(工事車両用通路として活用中)

南高架橋:令和６年12月 完成
(工事車両用通路として活用中)



ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ建設等 ※撤去工事完了時期未定

● 基本計画策定 万博開催（4～10月）

●事業者決定

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【7】

[事前調査]

[インフラ部]

[インフラ外部]

（浮桟橋・待合所）

（波除堤）

工事

咲洲での追加整備

③ CONPASの導入
新・港湾情報システム

（CONPAS）

高架橋（夢洲北） 設計等

工事（歩道）

舞洲幹線道路（6車線化） 設計等

夢洲幹線道路（6車線化） 設計等

【9】 係留施設等
設計等 工事（浮桟橋）

【6】
高架橋（夢洲南） 設計等 工事

工事（待合所等）

2018 2019

工事（6車線化）設計等

2026 2027 2028 ～

H30 R1 R2 R3

工事

R6

20242020 2021 2022 2023

R4 R5

2025

R7

設計等

撤去工事※

工事

工事

工事

公募・設計等

工事

設計等

工事

設計等

基本検討調査等

設計等

設計等

工事（6車線化）

工事（6車線化）

設計等

検討･設計等
基本計画

検討･設計等 整地・ｲﾝﾌﾗ工事

設計等

① 車両待機場の整備

概略設計 詳細設計

夢洲での追加整備 工事詳細設計

R10 ～R8 R9

※工事の完了
　（2030年夏頃）
※IR施設の開業
　（2030年秋頃）

此花大橋（6車線化等）

【8】
鉄道

（南ルート）

観光外周道路

夢舞大橋（6車線化）

舞洲東交差点立体交差化

項目

大阪・関西万博

IR
●区域認定
　　　●実施協定等締結
　　　　　　●液状化対策工事の着手（2023年12月）
　　　　　　　　　　　　　●IR準備工事の着手（2024年10月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●IR建設工事の着手（2025年春頃）

設計

⑤ 咲洲へシフト 空ｺﾝﾃﾅ返却場所一時移転
検討・協議等 詳細設計

②
荷捌き地の拡張
（ｹﾞｰﾄ増設）

検討・協議等 詳細設計
コンテナターミナル拡張工事

増設ゲート工事

検討・協議等

C12ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ拡張※、
ｹﾞｰﾄ増設

（※ 増設ゲート周辺部分）

④
ターミナルゲート
時間延長

昼休み等ゲートオープン
時間の延長

工事

設計 工事

C6,7ガントリークレーン整備

社会
実験

社会
実験

実施

実施

工事

※万博開催後に歩道設置

社会実験

順次導入

運用

運用

開始

ｼｽﾃﾑ

導入

概略・詳細設計、
試験期間中の改修 試験運用等

供用開始

供用開始

供用開始

工事

工事(開業準備込)

工事(開業準備込)

供用開始

運用

開始
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2025年2月末時点
【参考】夢洲等における交通インフラ整備・物流交通対策 工程

交
通
イ
ン
フ
ラ
整
備

物
流
交
通
対
策

【3】
舞洲東交差点
立体交差化
（R6.12完成）

【4】
夢舞大橋

6車線化の状況
（R4.8完了）

【6】
高架橋(夢洲北)
（R6.8完了）



※各地点の最も厳しくなる方向・時間帯の1時間当り
の容量と乗用車通行換算台数（pcu）を図中に記載

【参考】万博開催期間中の交通影響
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①夢舞大橋南詰交差点（北ルート）
外周道路→夢舞大橋の8時台
容量1,980pcu/h
・通常期 1,598pcu/h（81%）

②舞洲東交差点（北ルート）
此花大橋→夢舞大橋方面の９時台
容量3,960pcu/h
・通常期 2,030pcu/h（51%）

③白津1丁目交差点（北ルート）
此花大橋→夢舞大橋方面の8時台
容量4,100pcu/h
・繁忙期 3,586pcu/h（87%）

④阪神高速 湾岸舞洲出口 「合流部」
容量2,150pcu/h
・繁忙期 9時台 2,139pcu/h（99%）
・通常期 8時台 2,150pcu/h (100%)

9時台 2,150pcu/h (100%)
・閑散期 8時台 2,141pcu/h (100%)

港区→夢洲方面（中央ルート）の10時台
容量511pcu/h（信号調整後）
・繁忙期 480pcu/h（94%

⑤阪神高速 天保山JCT渡り線
大阪港線→湾岸線方面の9時台
容量2,000pcu/h
・繁忙期 1,891pcu/h（95%）

影響検討結果まとめ

⑥咲洲トンネル西交差点
夢洲→咲洲方面（南ルート）の14時台
容量1,740pcu/h（信号調整後）
・繁忙期 1,699pcu/h（98%）

「天保山方面から」 容量1,350pcu/h
・繁忙期 8時台 1,350pcu/h（100%）

9時台 1,350pcu/h (100%)
・通常期 8時台 1,346pcu/h (100%)

9時台 1,339pcu/h（99%）
・閑散期 8時台 1,310pcu/h (97%)

 万博開催期間中の通行車両について、万博来場者・IR工事・一般交通（物流含む）の各車両ピーク台数の予測値を合算し、
厳しい条件のもと夢洲への各アクセスルートのボトルネックとなる交差点における交通影響が検討された。

 その結果、夢洲・舞洲・咲洲のボトルネックとなる交差点は、交通容量内に収まる見込みであるものの、阪神高速湾岸舞洲出口の
繁忙期・通常期においては、一部の時間帯で容量を超過することとなったが、IR工事車両の調整、および万博来場者車両の予
約枠のコントロールにより、前回８時、９時、10時台で容量を超過していた阪神高速湾岸舞洲出口を含め、容量内に収まった。



【参考】万博開催期間中の交通円滑化に向けて
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 万博開催期間中に、来場者の円滑な輸送を確保するとともに、市民生活や経済活動への影響を最小限に留めることを念頭に、日々の交通状況
のモニタリング・分析を行いながら、機動的に追加的対策を実施。

 道路異常時（事故等）の対応として、万博会場周辺及びシャトルバスアクセスルート（高速道路除く）や高速道路等の代替ルートについて巡
視を強化し、異常時に迅速な対応を実施。

 市⾧をトップとした「大阪市道路交通円滑化対策会議」を設置し、「来場者輸送情報センター」と緊密に連携し、交通情報を収集・共有のうえ、必
要な対策を実施。

対象 対策メニュー 内容

ターミナルゲートの
時間延⾧

時間外にゲートオープンし、物流車両の来場台数を平準化
（開幕から数週間実施し、効果把握を行う予定）

空コンテナシフト 空コンテナの返却場所を夢洲から咲洲等に一部変更　[150台/日削減を想定]

IR工事車両
通行ルート・時間
帯の変更

容量を超過する見込みのルート・時間帯において、IR工事車両の通行ルート・時間
帯を変更

一般交通 働きかけTDM
・更なる協力のお願いについてTDMパートナー企業等にメルマガ配信や情報提供
・追加的な情報を府市のHP等に掲載

物流車両

１）万博会場周辺の道路交通のモニタリング・分析
① AIカメラ等によるモニタリング

② 各車両の日々の増減傾向の分析

※ ライブカメラで主要交差点の交通状況を常時把握

２）追加的対策の手法

３）道路の異常時（事故等による通行障害など）の対応

・AIカメラ等により、各ルートの主要ポイントの交通
量をモニタリング

・物流車両、IR工事車両、一般交通の台数実績や
推計値から、車両ごとの増減傾向を把握

・万博会場周辺の重点管
理エリア、シャトルバスアクセ
スルート（高速道路含ま
ず）や重点巡視路線につ
いて、巡視を強化し、異常
時に迅速な対応を実施

・事故などの緊急時対応とし
て、様々なケースを想定し
て、対応手順、情報の共
有方法について関係者と
協議、策定中

・会議の設置期間は、令和7年１月～10月まで（令和7年２月に第1回会議開催予定）

大阪市 来場者輸送
情報センター

日々共有

・モニタリングデータ など ・駐車場等のカメラで確認
した情報 など

●連携内容

・予測に活用

※ 追加的対策のメニュー及び内容については、万博開幕以降も効果的な手法を継続的にブラッシュアップ

対象車両 対策メニュー 内容 実施期間（案）

IR工事車両 休工日の追加
万博来場者が特に多く見込まれる期間について、IR関連工事の休工を増
やすなど今後調整　[IR工事車両台数を削減]

開幕 ・ GW ・お盆 ・
閉幕付近

一般交通
舞洲工場の搬入
抑制

ごみ収集車両に対して、混雑時間帯に他の工場に搬入するなど、通行台
数を抑制　[12～36台/hの削減]

全期間

①追加的対策A（各事業の工夫により、交通量の状況に関わらず、予め期間を決めて実施する対策）

②追加的対策B（交通量予測の結果、交通容量を超過する見込みとなった場合に、機動的に実施する対策）

※ 重点巡視路線については、今後
の関係先との調整により変更する
場合がある

４）大阪市道路交通円滑化対策会議の設置


